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令和元年 10 月 31 日 

 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞 

〔公 印 省 略〕 

 

 

令和元年台風第１９号による災害の発生に伴う 

建設業法上の特例措置等について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 標記につきまして、国土交通省土地・建設産業局建設業課長より、本会に対し別紙の

とおり通知がありました。 

令和元年度１０月１０日に発生した台風第１９号については、特定非常災害の被害者

の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律（以下「権利利益保全法」とい

う）に基づき、１０月１８日付けで公布・施行された令和元年台風第１９号による災害

についての特定非常災害、及びこれに対し適用するべき措置の指定に関する政令、及び

同日付け国土交通省告示第７２０号に基づき、権利利益保全法第３条に基づく許可等の

有効期間の延長に関する措置、及び同法第４条に基づく期限内に履行されなかった義務

の免責に関する措置等が実施されることとなっております。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件につきまして、貴会会員企業の皆

様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

・国土交通省通知文 一式 

 

 

 
担当） 事業部 福田 

電話：03－3551－9396 

FAX：03－3555－3218 

ﾒｰﾙ：jigyo@zenken-net.or.jp 
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国土建第２９７号

令和元年１０月１８日

建設業者団体の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

令和元年台風第１９号による災害の発生に伴う

建設業法上の特例措置等について

令和元年１０月１０日に発生した令和元年台風第１９号については、特定非

常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平

成８年法律第８５号。以下「権利利益保全法」という ）に基づき、１０月１。

８日付けで公布・施行された令和元年台風第１９号による災害についての特

定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和元年政

令第１２９号。以下「政令」という ）及び同日付け国土交通省告示第７２０。

号（以下「告示」という ）に基づき、権利利益保全法第３条に基づく許可等。

の有効期間の延長に関する措置及び同法第４条に基づく期限内に履行されな

かった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。

つきましては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）上の特例措置の内容

及び留意点等は下記のとおりですので、貴団体におかれましては、傘下の建

設業者に対し、本通知の内容について周知徹底を図っていただきますようお

願いします。

記

１．許可の有効期間の延長について（権利利益保全法第３条関係）

特定被災地域（令和元年台風第１９号に際し災害救助法（昭和２２年法律

第１１８号）が適用された市町村の区域をいう。以下同じ ）内に主たる営。

業所を有する者に係る建設業法第３条第１項の規定に基づく建設業の許可

（令和元年１０月１０日から令和２年３月３０日の間に登録の有効期間が満

了するものに限り、令和元年１０月９日までに更新を受けた場合を除く ）。

については、告示により、その有効期間の満了日を一律に令和２年３月３１
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日に延長することとした。

なお、上記のほか、許可行政庁は、権利利益保全法第３条第３項の規定に

基づき令和元年台風第１９号の被害者（直接被災した場合だけでなく、交通

機関の遮断や事務を処理する行政側が被災したことにより、所要の手続きが

とれなかった等、間接的な被害を受けた場合も含む。以下同じ ）が、有効。

期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったもの

（既に有効期間を満了している場合も含む ）について、令和２年３月３１。

日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

２．変更等の届出について（権利利益保全法第４条関係）

令和元年台風第１９号により、建設業法第１１条及び第１２条の規定に

基づく変更等の届出（届出を行うべき期限が令和元年１０月１０日から令和

２年１月３０日までに到来するものに限る ）をその期限までに行うことが。

できなかった者については、政令に基づき、令和２年１月３１日までに当該

届出を行えば、当該義務の不履行について行政上及び刑事上の責任を問わな

いものとする。

３．経営事項審査の有効期間の延長について（権利利益保全法第３条関係）

特定被災地域内に主たる営業所を有する者に係る建設業法第２７条の２

３の規定に基づく経営事項審査（令和元年１０月１０日から令和２年３月３

０日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの（直近の経営事項

審査が平成３０年３月１０日から平成３０年８月３０日を審査基準日とする

もの）に限る ）については、告示により、その有効期間の満了日を一律に。

令和２年３月３１日に延長することとした。

なお、上記のほか、許可行政庁は、権利利益保全法第３条第３項の規定に

基づき、令和元年台風第１９号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要

とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったもの（既に期限を経過

している場合も含む ）について、令和２年３月３１日までの期日を指定し。

てその満了日を延長することができる。

４．監理技術者資格者証の有効期間の延長について（権利利益保全法第３条

関係）

特定被災地域内に住所を有する者に係る建設業法第２７条の１８第１項

の規定に基づく監理技術者資格者証（令和元年１０月１０日から令和２年３
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月３０日までに有効期間が満了するものに限る。ただし、令和元年１０月９

日までに更新申請がなされ、かつ、同日までに新資格者証を交付された場合

を除く ）については、告示により、その有効期間の満了日を一律に令和２。

年３月３１日に延長することとした。

なお、上記のほか、国土交通大臣は、権利利益保全法第３条第３項の規定

に基づき、令和元年台風第１９号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必

要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったもの（既に有効期間

を満了している場合も含む ）について、令和２年３月３１日までの期日を。

指定してその満了日を延長することができる。

５．監理技術者講習の受講について（権利利益保全法第４条関係）

建設業法第２６条第３項の規定により専任で配置される監理技術者につい

ては、令和元年台風第１９号により、同条第４項の登録を受けた講習（以下

「監理技術者講習」という ）を受講することができず、令和元年１０月１。

０日から令和２年１月３０日までの間に、直近に受講した監理技術者講習か

ら５年が満了した場合であっても、政令に基づき、令和２年１月３１日まで

に受講していれば、専任の監理技術者の配置義務の不履行について行政上及

び刑事上の責任を問わないものとする。

このため、特定被災地域内に住所を有する者については、監理技術者講習

の期限が令和元年１０月１０日から令和２年１月３０日までに到来する場合

であっても、令和２年１月３１日までの間は、専任の監理技術者として配置

（ 。）、しても差し支えないこととし 監理技術者資格者証は４のとおり別途必要

特定被災地域内に住所を有さない者であっても、令和元年台風第１９号によ

るやむを得ない事情が認められる場合には本特例の対象として取り扱うこと

とする。

６．その他

・監理技術者等の途中交代について

監理技術者制度運用マニュアルにおいて、監理技術者等の工期途中で

の交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた

上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合とし

ては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の真に

やむを得ない場合等とされているが、令和元年台風第１９号により、監理

技術者等が職務を継続できない場合や工期及び工事内容に大幅な変更が発
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生した場合等も真にやむを得ない場合に含むものとする。

・恒常的な雇用関係の取扱いについて

監理技術者制度運用マニュアルにおいて、国、地方公共団体等が発注する

建設工事で発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等について

は、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係に

あることが必要とされているが、令和元年台風第１９号により、最寄りの建

設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止

する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がい

ない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、

３ヶ月未満の雇用関係であっても差し支えないこととする。



国 土 建 第 ３ ０ ０ 号

令和元年１０月１８日

建設業者団体の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

令和元年台風第１９号による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について

令和元年１０月１０日に発生した令和元年台風第１９号による災害については、特定

非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法

律第８５号。以下「権利利益保全法」という ）に基づき、１０月１８日付けで公布・施。

行された令和元年台風第１９号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用

すべき措置の指定に関する政令（令和元年政令第１２９号。以下「政令」という ）及び。

同日付け国土交通省告示第７２０号（以下「告示」という ）に基づき、権利利益保全法。

第３条に基づく許可等の有効期間の延長に関する措置及び同法第４条に基づく期限内に

履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。

つきましては、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）上の特例措置の内容及び留意点

等は下記のとおりですので、貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対し、本通知

の内容について周知徹底を図っていただきますようお願いします。

記

１．浄化槽工事業の登録の有効期間の延長について（権利利益保全法第３条関係）

特定被災地域（令和元年台風第１９号に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８

号）が適用された市町村の区域をいう。以下同じ ）内に住所を有する者に係る浄化槽。

法第２１条第１項の規定に基づく浄化槽工事業の登録（令和元年１０月１０日から令

和２年３月３０日の間に登録の有効期間が満了するものに限り、令和元年１０月９日

までに更新を受けた場合を除く ）については、告示により、その有効期間の満了日を。

一律に令和２年３月３１日に延長することとした。

、 、 、 、なお 上記のほか 都道府県知事は 権利利益保全法第３条第３項の規定に基づき

令和元年台風第１９号の被害者（直接被災した場合だけでなく、交通機関の遮断や事

務を処理する行政側が被災したことにより、所要の手続きがとれなかった等、間接的

な被害を受けた場合も含む。以下同じ ）が、有効期間の延長を必要とする理由を記載。

した書面により延長の申出を行ったもの（既に有効期間を満了している場合も含む ）。

について、令和２年３月３１日までの期日を指定してその満了日を延長することがで



きる。

２．変更等の届出について（権利利益保全法第４条関係）

令和元年台風第１９号により、浄化槽法第２５条第１項及び第２６条の規定に基づ

く変更等の届出（届出を行うべき期限が令和元年１０月１０日から令和２年１月３０

日までに到来するものに限る ）をその期限までに行うことができなかった者について。

は、政令に基づき、令和２年１月３１日までに当該届出を行えば、当該義務の不履行

について行政上及び刑事上の責任を問わないものとする。
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国土建第３０４号

令和元年１０月１８日

建設業者団体の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

令和元年台風第１９号による災害の発生に伴う

建設リサイクル法上の特例措置等について

令和元年１０月１０日に発生した令和元年台風第１９号による災害について

は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

（ 。 「 」 。） 、る法律 平成８年法律第８５号 以下 権利利益保全法 という に基づき

１０月１８日付けで公布・施行された令和元年台風第１９号による災害につ

いての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令

和元年政令第１２９号。以下「政令」という ）及び同日付け国土交通省告示。

第７２０号（以下「告示」という ）に基づき、権利利益保全法第３条に基づ。

く許可等の有効期間の延長に関する措置及び同法第４条に基づく期限内に履

行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。

つきましては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という ）における特例措置の内。

容及び留意点等は下記のとおりですので、貴団体におかれましては、傘下の

建設業者に対し、本通知の内容について周知徹底を図っていただきますよう

お願いします。

記

１．解体工事業の登録の有効期間の延長について（権利利益保全法第３条関

係）

特定被災地域（令和元年台風第１９号に際し災害救助法（昭和２２年法律

第１１８号）が適用された市町村の区域をいう。以下同じ ）内に住所を有。
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する者に係る建設リサイクル法第２１条第１項の規定に基づく解体工事業の

登録（令和元年１０月１０日から令和２年３月３０日の間に登録の有効期間

が満了するものに限り、令和元年１０月９日までに更新を受けた場合を除

く ）については、告示により、その有効期間の満了日を一律に令和２年３。

月３１日に延長することとした。

なお、上記のほか、都道府県知事は、権利利益保全法第３条第３項の規定

に基づき、令和元年台風第１９号の被害者（直接被災した場合だけでなく、

交通機関の遮断や事務を処理する行政側が被災したことにより、所要の手続

きがとれなかった等、間接的な被害を受けた場合も含む。以下同じ ）が、。

有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行った

もの（既に有効期間を満了している場合も含む ）について、令和２年３月。

３１日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

２．変更等の届出について（権利利益保全法第４条関係）

令和元年台風第１９号により、建設リサイクル法第２５条第１項及び第

２７条第１項の規定に基づく変更等の届出（届出を行うべき期限が令和元年

１０月１０日から令和２年１月３０日までに到来するものに限る ）をその。

期限までに行うことができなかった者については、政令に基づき、令和２年

１月３１日までに当該届出を行えば、当該義務の不履行について行政上及び

刑事上の責任を問わないものとする。
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特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
を
指
定
し
、
同
年
十
月

十
日
を
同
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
、
法
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置

を
指
定
す
る
。

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
期
日
）

第
三
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
と
す
る
。

（
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
）

第
四
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て

の
免
責
に
係
る
期
限
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
期
日
）

第
五
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
三
年
十
月
九
日
と

す
る
。

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に

際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町

村
の
区
域
と
す
る
。

２

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
と
す
る
。

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に

際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
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、
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日
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す
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。
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○
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全

等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
八
年
六
月
十
四
日
）

（
法
律
第
八
十
五
号
）

第
百
三
十
六
回
通
常
国
会

第
一
次
橋
本
内
閣

改
正

平
成

九
年

五
月

九
日
法
律
第

五
〇
号

同

一
一
年
一
二
月
二
二
日
同

第
一
六
〇
号

同

一
四
年

七
月
一
二
日
同

第

八
五
号

同

一
六
年

六
月

二
日
同

第

六
七
号

同

一
六
年

六
月

二
日
同

第

七
六
号

同

一
六
年

六
月
一
八
日
同

第
一
一
一
号

同

一
六
年

六
月
一
八
日
同

第
一
一
二
号

同

一
八
年

六
月

二
日
同

第

五
〇
号

同

一
八
年

六
月
二
一
日
同

第

九
二
号

同

二
〇
年

五
月
二
三
日
同

第

四
〇
号

同

二
三
年

六
月
二
四
日
同

第

七
四
号

同

二
五
年

六
月
二
一
日
同

第

五
四
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を

図
る
た
め
、
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
行
政
上
の
権
利
利

益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
、
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
、
法
人

の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間

の
特
例
、
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
に
よ
る

調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
並
び
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
一
号
）
及
び
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
に
よ
る
応

急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
六
法
七
六
・
平
一
六
法
一
一
一
・
平
二
五
法
五
四
・
一
部
改

正
）

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の

被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に

よ
り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
よ
り
相
続
の
承

認
若
し
く
は
放
棄
を
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
者
の
保
護
、
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅

速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急
仮
設
住
宅
の
入

居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を
特
定
非
常
災

害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政

令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定

1



非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

指
定
の
後
、
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
平
二
五
法
五
四
・
一
部
改
正
） 

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
） 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
（
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
に

係
る
法
律
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置
法
第

七
条
第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八
条
第

五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
（
以
下
「
法
令
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
（
内
閣
府
、

宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す

る
機
関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
長
（
当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
員
会
）
は
、
特
定
非
常
災
害

の
被
害
者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も

の
を
保
全
し
、
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に

満
了
し
た
も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定

非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
（
以
下
「
延
長
期
日
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
（
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、

そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の 

二 

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当

該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
（
国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら

に
置
か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
）
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生

日
以
後
に
満
了
す
る
も
の 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
対
象

と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位

と
し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を

指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
行
政
庁
又

は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）

は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て

保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延

長
の
申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て

そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日

の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長
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又
は
行
政
庁
等
は
、
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
の
根
拠

と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
、
当

該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他

の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
平
一
一
法
一
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置
） 

第
四
条 

特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限

が
到
来
す
る
義
務
（
以
下
「
特
定
義
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
非

常
災
害
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任
（
過
料
に

係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
単
に
「
責
任
」
と
い
う
。
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
を

猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起

算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て

の
免
責
に
係
る
期
限
（
以
下
「
免
責
期
限
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の

前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日

ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
履

行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期

限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令

の
条
項
ご
と
に
、
新
た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に

係
る
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

（
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す

る
措
置
） 

第
五
条 

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
政

令
で
こ
の
条
に
定
め
る
措
置
を
指
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常

災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
ま
で
の
間
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
法
人
が
、
清
算
中
で
あ
る
場
合
、
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
又
は
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

裁
判
所
は
、
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
決
定
を
留
保
す
る
決
定
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
法
人
が
支
払
を
す
る
こ
と
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が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
他
同
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
べ
き
第

一
項
に
規
定
す
る
事
情
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り

又
は
職
権
で
、
そ
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

５ 

第
一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
特
定
非
常
災
害

発
生
日
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
他
の
法
律
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
人
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
平
一
六
法
七
六
・
平
一
八
法
五
〇
・
一
部
改
正
） 

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
） 

第
六
条 

相
続
人
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
）
が
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
、
特
定
非
常
災
害
に
よ
り

多
数
の
住
民
が
避
難
し
、
又
は
住
所
を
移
転
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
住
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間

（
こ
の
期
間
が
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
伸
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
伸
長
さ
れ
た
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日

が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
に
到
来

す
る
と
き
は
、
同
項
の
期
間
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
伸
長
す
る
。 

一 

相
続
人
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合 

そ
の

者
の
相
続
人 

二 

相
続
人
（
前
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
者
）
が
未
成
年

者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合 

そ
の
法
定
代
理
人 

（
平
二
五
法
五
四
・
追
加
） 

（
民
事
調
停
法
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
） 

第
七
条 

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
係
そ
の
他
の
民
事
上
の
法
律
関

係
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所

を
有
し
て
い
た
者
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛

争
に
つ
き
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間

に
、
民
事
調
停
法
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費

用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
平
二
五
法
五
四
・
旧
第
六
条
繰
下
） 

（
建
築
基
準
法
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措

置
） 

第
八
条 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
三
十
五
号
の
特
定
行
政
庁
は
、
同
法
第
八
十

五
条
第
一
項
の
非
常
災
害
又
は
同
条
第
二
項
の
災
害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住

宅
が
不
足
す
る
た
め
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
被
災
者

の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ

る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
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内
に
お
い
て
同
項
の
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長

に
係
る
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
平
九
法
五
〇
・
平
一
四
法
八
五
・
平
一
六
法
六
七
・
平
一
八
法
九

二
・
平
二
〇
法
四
〇
・
一
部
改
正
、
平
二
五
法
五
四
・
旧
第
七
条
繰

下
） 

（
景
観
法
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
） 

第
九
条 

市
町
村
長
は
、
景
観
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
非
常
災
害
又
は
同
条

第
二
項
の
災
害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅

の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住
宅
が
不
足
す
る
た
め
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急

仮
設
建
築
物
で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
存

続
さ
せ
て
も
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
い
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同

項
の
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
が

満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。 

（
平
一
六
法
一
一
一
・
追
加
、
平
二
五
法
五
四
・
旧
第
八
条
繰
下
） 

附 

則 

抄 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
災
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

一 

第
二
条
及
び
第
七
条
の
規
定 

平
成
七
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た

災
害 

二 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定 

平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
に
発
生

し
た
災
害 

附 

則 

（
平
成
九
年
五
月
九
日
法
律
第
五
〇
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
平
成
九
年
一
一
月
八
日
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
施
行
法
（
平
成
一
一
法
律
一
六
〇
）
抄 

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
千
三
百
一
条 

中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
及
び
こ
の
法
律
（
以
下
「
改
革
関

係
法
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の

機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知

そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係

法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ

い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の

他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

２ 

改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
際
現
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関

に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の

施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ

れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 
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